
 

、 

 

。 

議

案

第

八

十

四

号 

 
 

 

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条 

 
 

 
例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

元

年

九

月

十

二

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条 

 
 

 

例 

 

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

二

年

港

区

条

例

第

三

十

五 

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

第

十

七

条

第

一

項

中

「

公

民

権

行

使

等

休

暇

、

妊

娠

出

産

休

暇

、

妊

娠

症

状

対

応

休

暇

、

母

子

保

健

健

診

休 

暇

、

妊

婦

通

勤

時

間

、

育

児

時

間

、

出

産

支

援

休

暇

、

育

児

参

加

休

暇

、

生

理

休

暇

、

慶

弔

休

暇

、

災

害

休

暇

夏

季

休

暇

、

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

休

暇

、

リ

フ

レ

ッ

シ

ュ

休

暇

、

子

の

看

護

休

暇

及

び

短

期

の

介

護

休

暇

」

を

「

次

の

各

号

に

掲

げ

る

職

員

の

区

分

に

応

じ

、

当

該

各

号

に

定

め

る

休

暇

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

各

号

を

加

え

る 

 

一 

次

号

に

掲

げ

る

職

員

以

外

の

職

員 

公

民

権

行

使

等

休

暇

、

妊

娠

出

産

休

暇

、

妊

娠

症

状

対

応

休

暇

、



 

母

子

保

健

健

診

休

暇

、

妊

婦

通

勤

時

間

、

育

児

時

間

、

出

産

支

援

休

暇

、

育

児

参

加

休

暇

、

生

理

休

暇

、

慶

弔

休

暇

、

災

害

休

暇

、

夏

季

休

暇

、

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

休

暇

、

リ

フ

レ

ッ

シ

ュ

休

暇

、

子

の

看

護

休

暇

及

び

短

期

の

介

護

休

暇 

 

二 

臨

時

的

に

任

用

さ

れ

た

職

員 

公

民

権

行

使

等

休

暇

、

妊

娠

出

産

休

暇

、

妊

娠

症

状

対

応

休

暇

、

母

子

保

健

健

診

休

暇

、

妊

婦

通

勤

時

間

、

育

児

時

間

、

出

産

支

援

休

暇

、

育

児

参

加

休

暇

、

生

理

休

暇

、

慶

弔

休

暇

、

災

害

休

暇

、

夏

季

休

暇

、

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

休

暇

、

子

の

看

護

休

暇

及

び

短

期

の

介

護

休

暇 

 
 

 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

令

和

二

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 

 

地

方

公

務

員

法

及

び

地

方

自

治

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

平

成

二

十

九

年

法

律

第

二

十

九

号

）

の

施

行

に

よ

る

地

方

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

）

の

一

部

改

正

に

よ

り

、

会

計

年

度

任

用

職

員

制

度

の

導

入

及

び

臨

時

的

任

用

職

員

の

任

用

要

件

の

厳

格

化

に

伴

い

、

規

定

を

整

備

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 


